
所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先

令和３年２月１９日

随意契約に関する調書（公表）
福祉課

障害者自立支援給付支払等システム改修業務

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定及びその他制度改正等に伴って必要となる障害者
自立支援給付支払システムの改修

令和３年２月１９日～令和３年３月３１日

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

3,080,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

福祉課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、対応を行うこと
は構築作業を行った事業者に限られるため、その性質及び目的が競争入札に適さないこと
から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約とするもので
す。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 健康福祉部 高齢者支援課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、対応を行うこと
は構築作業を行った事業者に限られるため、その性質及び目的が競争入札に適さないこと
から、地方地自法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約とするもので
す。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

4,290,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和３年２月１日

随意契約に関する調書（公表）
健康福祉部　高齢者支援課

令和３年度介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託（令和２年度分）

令和３年４月に予定されている介護報酬の改定等に対応するために行う介護保険システム
の改修業務を委託する。

令和３年２月１日から令和３年３月３１日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 健康福祉部 健康推進課（保健センター）

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

【随意契約及び業者選定の理由】
　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、住民が接種を行うために必要な
クーポン券（接種券）を印刷し接種状況を管理する必要があり、他の予防接種業務同様に
健康管理システム（ログヘルス）上で管理することが業務を遂行する上で望ましいため。
　既存の健康管理システム（ログヘルス）はパッケージシステムであり、その内容は公開
されておらず、対応することはシステムの構築を行った事業者に限られ、契約の性質又は
目的が競争入札に適さないため、健康管理システム（ログヘルス）の導入元である、日本
電気株式会社　東海支社を選定した。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

2,761,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月1日

随意契約に関する調書（公表）
健康福祉部　健康推進課（保健センター）

新型コロナウイルスワクチン接種に係るシステム改修業務

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きが示さ
れ、全住民にクーポン券を送付する必要がある。この業務に対応するため、既存の健康管
理システムに対してシステム改修および事前テストを委託する。

令和３年２月１日から令和３年３月３１日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

◯ 第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 健康推進課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

【随意契約の理由】
　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、速やかに住民に接種を行うため
の必要な体制を実際の接種前に着実に整備しなければならないことから緊急を要し、競争
入札に付することができないため。

【業者選定の理由】
　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、予防接種を実施するにあたり、
接種の予約受付や相談を実施するコールセンターの設置が必要となる。
　このため、市民からの問い合わせや予約受付業務を迅速かつ的確に行う必要から、旅行
会社が普段から使用している予約システムを新型コロナワクチン用に改修したものを使用
し、その職員がオペレーターとして配属し、使い慣れたシステムを使用することにより、
間違いのないオペレーションができることなどを総合的に判断して株式会社ＪＴＢ 名古
屋事業部を選定した。

株式会社ＪＴＢ 名古屋事業部

契 約 金 額

63,811,446円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月3日

随意契約に関する調書（公表）

健康推進課

新型コロナウイルスワクチン接種受付業務委託

新型コロナウイルス感染症対策として行われるワクチン接種に係るコールセンターの受付
業務委託

令和3年3月15日～令和4年3月31日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、羽黒字堂ヶ洞地内用排水路について、地元住民からの通報（要望）により隣
接する民家に雑木等が越境していることから良好な居住空間の維持を阻害しており早期の
対応を行う必要があります。このことから、直ちに現場作業に着手可能な㈱久保田建設に
依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できることから随意契約するものです。

㈱久保田建設

契 約 金 額

181,500円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年1月13日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

除草及び雑木撤去　一式

令和3年1月14日　～　令和3年1月29日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの通報により公園内の樹木が幼稚園ならびに個人宅まで枝を伸ばして
おり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な
㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約す
るものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月16日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

天神森公園外１の樹木剪定一式

令和3年2月17日から令和3年3月5日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、犬山消防署より河川内法面に雑草が茂り、放火及び火災の予防のため雑草撤
去の指導があったことから、維持管理上早急に対応する必要があります。
このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切
な施工が確保できるため、随意契約するものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月24日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

荒神川の除草一式

令和3年2月25日　～　令和3年3月11日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、市民からの通報により緑地内の樹木が個人宅の方向に倒れ込んでいるとの通報
があり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能
な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約
するものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

165,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月2日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

前原台緑地の樹木剪定一式

令和3年3月3日から令和3年3月12日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、市民からの通報により植栽帯の樹木が腐り根元に空洞化をおこし、危険である
との通報があったため、道路維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、
直ちに現場着手可能な佐橋造園に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できる
ため、随意契約するものです。

佐橋造園

契 約 金 額

198,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月11日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

街路樹剪定委託

市道富岡荒井線の樹木伐採一式

令和3年3月12日から令和3年3月19日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により排水路に木が生えており、排水路の維持管理上早急に
対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な陽光建設㈱に依頼するこ
とで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。

陽光建設㈱

契 約 金 額

299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月9日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

富岡南二丁目地内排水路外１の雑木撤去一式

令和3年3月10日　～　令和3年3月26日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、市民からの通報により緑地内の樹木が道路の方向に倒れ込んでいるとの通報が
あり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な
佐橋造園に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するも
のです。

佐橋造園

契 約 金 額

297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月9日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

前原台緑地の樹木剪定一式

令和3年3月10日から令和3年3月19日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により犬山市五郎丸東一丁目地内の排水路において、通水断
面に著しく支障がある雑草及び雑木があることが確認され、排水路の機能確保のため、早
急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈱久保田建設に依頼
することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。

㈱久保田建設

契 約 金 額

298,100円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月11日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

五郎丸東一丁目地内排水路の除草・雑木撤去

令和3年3月12日　～　令和3年3月26日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により犬山市橋爪東六丁目地内の排水路において、通水断面
に著しく支障がある雑草及び雑木があることが確認され、排水路の機能確保のため、早急
に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈱久保田建設に依頼す
ることで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。

㈱久保田建設

契 約 金 額

299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月16日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

橋爪東六丁目地内排水路の除草・雑木撤去

令和3年3月17日　～　令和3年3月30日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、地元住民からの通報により緑地内の樹木が隣地境界を越境しており、維持管理
上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に
依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月16日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

高根洞工業団地緑地の樹木剪定一式

令和3年3月17日から令和3年3月31日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により排水路に草が生えており、排水路の維持管理上早急に
対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼する
ことで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

165,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月23日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

犬山市富岡東二丁目地内の排水路除草一式

令和3年3月24日　～　令和3年3月31日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　当該河川について、雑木等が確認され、隣接する土地への被害を未然に防ぐため早急に
対応する必要があります。
現時点において早急な対応が可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応と適切な施
工が確保できることから、随意契約を締結するものです。

㈲芳葉園土木

契 約 金 額

297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月16日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

地蔵池西地内排水路の雑木撤去・回収一式

令和3年3月17日　～　令和3年3月31日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 下水道課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本委託は、現在委託業務中である本管清掃委託（その１）における同一箇所において、
経年劣化や不明水等の調査を目的として調査が必要となったため、同一業者にて調査を行
うことが経済的かつ合理的と認められることから、五曠建設株式会社を選定した。

五曠建設　株式会社

契 約 金 額

275,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年1月18日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　下水道課

管路調査委託（その６）

管路調査　　　　Ｎ＝19箇所

令和3年1月19日　～　令和3年2月25日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 都市整備部 下水道課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本委託は、下水道管が閉塞したことで周辺の汚水が流れなくなったことが判明し、早急
に閉塞部の原因除去を対処する必要があり、早急に出動可能かつ特殊車両（バキューム
車）を所持している業者である五曠建設株式会社を選定した。

五曠建設　株式会社

契 約 金 額

264,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月12日

随意契約に関する調書（公表）
都市整備部　下水道課

本管清掃委託（その３）

管路清掃工　　　　L＝75m

令和3年3月12日　～　令和3年3月19日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

◯ 第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 教育部　学校教育課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　上記委託業務については、令和３年１月２２日に入札を執行をしましたが、再々入札ま
でに予定価格内の入札金額の提示がされず、入札は不成立となりました。これにより、業
者選定を見直して新たな入札を行うことを検討しましたが、今回の入札は、令和３年４月
からも継続して安心安全な給食を行うために、①犬山市または愛知県内の単独調理場にお
ける業務の実績があること、②非常時等の対応が速やかに行えるように愛知県内に本社ま
たは支社があり従業員を１００名以上要していることの２つの要件を満たした全ての業者
を指名しているため、指名業者を代えて新たな入札を実施することはできません。
　加えて、本業務については、入札により新たな業者に委託することになった場合、従業
員の募集や研修等に1か月程度、給食現場における前業者との引継ぎ及び調理作業の確認
等に３週間程度と、合わせて２か月程度の準備期間が必要であるため、仮に設計等を見直
して改めて入札を実施した場合は、十分な準備期間を確保できず、４月からの給食業務に
支障をきたし、安全性が確保できません。
　以上により、地方自治法施令第１６７条の２第１項第８号により、随意契約を行うもの
とし、随意契約の相手方は犬山市の随意契約のガイドラインに基づき、入札時に最低価格
を提示した上記の業者とするものです。

フジ産業（株）名古屋支店

契 約 金 額

４６，１５１，６００円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月8日

随意契約に関する調書（公表）

教育部　学校教育課

羽黒小学校外２校給食調理業務委託

羽黒学校・池野小学校・今井小学校における学校給食の調理業務

令和3年4月1日から令和4年7月31日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

◯ 第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 教育部　学校教育課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　上記委託業務については、令和３年１月２２日に入札を執行をしましたが、再々入札ま
でに予定価格内の入札金額の提示がされず、入札は不成立となりました。これにより、業
者選定を見直して新たな入札を行うことを検討しましたが、今回の入札は、令和３年４月
からも継続して安心安全な給食を行うために、①犬山市または愛知県内の単独調理場にお
ける業務の実績があること、②非常時等の対応が速やかに行えるように愛知県内に本社ま
たは支社があり従業員を１００名以上要していることの２つの要件を満たした全ての業者
を指名しているため、指名業者を代えて新たな入札を実施することはできません。
　加えて、本業務については、入札により新たな業者に委託することになった場合、従業
員の募集や研修等に1か月程度、給食現場における前業者との引継ぎ及び調理作業の確認
等に３週間程度と、合わせて２か月程度の準備期間が必要であるため、仮に設計等を見直
して改めて入札を実施した場合は、十分な準備期間を確保できず、４月からの給食業務に
支障をきたし、安全性が確保できません。
　以上により、地方自治法施令第１６７条の２第１項第８号により、随意契約を行うもの
とし、随意契約の相手方は犬山市の随意契約のガイドラインに基づき、入札時に最低価格
を提示した上記の業者とするものです。

日本ゼネラルフード（株）

契 約 金 額

５５，５３６，８００円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月8日

随意契約に関する調書（公表）

教育部　学校教育課

城東小学校及び城東中学校給食調理業務委託

城東小学校及び城東中学校における学校給食の調理業務

令和3年4月1日から令和4年7月31日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 教育部 学校教育課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

デジタル教科書の導入に伴い、既存の学校間ネットワークへのサーバーの増設及びインス
トール作業が必要なため、既存システムを熟知していることが必要不可欠であり、現在学
校間ネットワークの運用・保守の包括的業務委託を請け負っている㈱石川コンピュータ・
センターでしか本業務委託を行うことができないため。

株式会社石川コンピュータ・センター

契 約 金 額

4,158,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年2月24日

随意契約に関する調書（公表）
教育部　学校教育課

デジタル教科書環境構築業務委託

小学校指導者用デジタル教科書（国語、算数、社会、理科、書写、生活、音楽、図工、家
庭、保健、英語、道徳、地図）、中学校指導者用デジタル教科書（国語、地理歴史公民、
地図、数学、理科、音楽、道徳、書写、技術、家庭、英語、美術、保健体育）のインス
トール作業及びサーバーの増設

令和3年2月25日から令和3年3月26日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先 教育部 学校教育課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

この業務はＧＩＧＡスクール構想に伴う各教室への端末配置を行うもので、設定変更及び
学校間移設が必要で、現在学校間ネットワークの運用・保守の包括的業務委託を請け負っ
ている㈱石川コンピュータ・センターでしか本業務委託を行うことができないため、随意
契約するものです。

株式会社石川コンピュータ・センター

契 約 金 額

990,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和3年3月17日

随意契約に関する調書（公表）
教育部　学校教育課

各学校既設PC設定変更に伴う環境構築委託

ＧＩＧＡスクール構想に伴い、各学校のＰＣ教室のノートＰＣ及びタブレット端末を各教
室及び職員室に設置を行うため、設定変更するものです。

令和3年3月18日から令和3年3月30日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先

令和3年1月27日

随意契約に関する調書（公表）
文化スポーツ課

市民総合大学敬道館夏井いつき講演会開催業務委託

市民総合大学の公開講座において講演会を開催する。

令和3年1月27日　～　令和3年11月19日

株式会社夏井＆カンパニー

契 約 金 額

750,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

文化スポーツ課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

選定業者は本講座の講師の夏井いつき氏の個人事務所であり受注者が特定され、講師との
内容・打ち合わせ等は選定業者を通じてのみ行っており、同選定業者でなければ本業務の
適切かつ確実な対応が期待できないことにより、契約の性質及び目的が競争入札に適さな
いため。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※ 本件についてのお問い合わせ先

令和3年2月19日

随意契約に関する調書（公表）
文化スポーツ課

市民総合大学敬道館博物館講座開催業務委託

市民総合大学敬道館の一般教養学部において日本モンキーセンター「キュレーター」によ
る特別講座を計3日間開催する。犬山市内にある博物館、日本モンキーセンター内を巡
り、猿の生態についてレクチャーを受ける。受講生は1日40名を定員としており、計120名
の参加を予定している。

令和3年2月19日　～　令和3年12月3日

公益財団法人　日本モンキーセンター

契 約 金 額

240,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

文化スポーツ課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本講座は、猿の生態について専門的な知識を持つ講師の解説によって、新たな発見や学
ぶ楽しさを提供することを目的とし、公益財団法人日本モンキーセンター内で実施、当該
選定業者によるレクチャーを含むものである。よって選定業者は、専門的知識を有する
キュレーターが所属している公益財団法人日本モンキーセンターに受注者が特定される。
　また、講師との内容・打ち合わせ等は選定業者を通じてのみ行っており、同選定業者で
なければ本業務の適切かつ確実な対応が期待できないことにより、契約の性質及び目的が
競争入札に適さないため。


